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（２）保険料軽減特例の見直しについて 
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保険料均等割軽減特例の見直し 

 

◎ ９割軽減に該当する方 

世帯主と世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額が３３万円以下で、世帯の

被保険者全員の所得が０円（年金収入のみの場合８０万円以下）である被保険者に

対する均等割の軽減措置を段階的に見直す。 

現  行 平成３１年度 平成３２年度 

９割軽減 ８割軽減 ７割軽減（本則） 

４,８８５円 ９,７７１円 １４,６５６円 

※負担保険料額は、平成３０・３１年度保険料率による。 

※平成３１年１０月２０日時点の９割軽減適用見込人数  １８４,４２２人 

 

◎ ８.５割軽減に該当する方 

世帯主と世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額が３３万円以下で、９割軽

減に該当しない被保険者に対する均等割額の軽減措置を段階的に見直す。 

現  行 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

８.５割軽減 ８.５割軽減 ７.７５割軽減 ７割軽減（本則） 

７,３２８円 ７,３２８円 １０,９９２円 １４,６５６円 

※負担保険料額は、平成３０・３１年度保険料率による。 

※平成３１年１０月２０日時点の８.５割軽減適用見込人数  １４７,７６５人 
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（４）療養費の支給の適正化について 
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療養費の支給の適正化について 

平成３１年度より、新たに柔道整復施術等に係る療養費支給申請書の点検業務等を下記のと

おり実施する。 

１ 目的 

柔道整復施術、はり灸施術、及びあん摩・マッサージ施術に係る療養費支給申請書の内容点

検及び被保険者への施術内容等の照会を行うことによって、療養費の適正化を図るとともに

被保険者及び施術師等に療養費の正しい知識の普及・啓発を図る。 

２ 業務の概要 

（１）支給申請書の内容点検 

既に療養費を支給した柔道整復施術、はり灸施術、及びあん摩・マッサージ施術に係る療

養費支給申請書の内容を点検する。 

＜点検予定件数（年間）＞ 

柔道整復施術に係る療養費支給申請書          ５００，０００件 

はり灸、あん摩・マッサージ施術に係る療養費支給申請書 １３５，０００件 

（２）被保険者への施術内容等への照会 

上記の（１）の内容点検の結果、被保険者に施術内容等について確認する必要があると思

われるものに照会文書を送付する。 

＜照会予定件数（年間）＞ 

１１，０００件 

３ その他 

専門事業者に委託して実施する。 
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（５）保健事業について 
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保健事業について 

 

１ 平成３０年度の実施状況及び平成３１年度の実施予定 

 平成３０年度 実施状況 平成３１年度 実施予定 

健康診査 生活習慣病の重症化予防、健康づ

くりを目的に、健康診査事業を実

施。実施主体は市町であり、広域連

合は、その経費を補助する。 

引き続き実施予定。 

歯科健診 口腔機能の維持・向上、全身疾患の

予防等の実現を目的に、歯科健診

を実施。実施主体は市町であり、広

域連合は、その経費を補助する。 

引き続き実施予定。 

重複・頻回受診

者訪問指導 

被保険者の適正な受診を促し、も

って傷病の早期治療及び健康の保

持増進を図るため、重複・頻回受診

傾向にある被保険者に対して保健

師等による訪問指導を実施する。 

引き続き実施予定。 

重複・多剤服薬

者に対する取組 

（未実施） 

薬剤の重複・多剤服薬の傾向のあ

る被保険者に対して服薬情報の通

知書を送付する事業を実施予定

（詳細は「２ 重複・多剤服薬者に

対する取組（予定）」のとおり。） 

その他 市町が実施する各種健康増進事業

（人間ドック費用の助成、健康教

育・健康相談等、健診結果を活用し

た受診勧奨等、ヘルスケアポイン

ト等の付与他）に対し、その経費を

補助する。 

引き続き実施予定。 

 

２ 重複・多剤服薬者に対する取組（予定） 

（１）目的 

被保険者の重複・多剤服薬による有害事象のリスクを低減させるため適正な服薬を促し、

もって健康状態の増進を図ることを目的に、重複・多剤服薬の傾向のある被保険者が医師・

薬剤師から適正な服薬支援を受けることを促す。 
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（２）取組の概要 

重複・多剤服薬の傾向がある被保険者に対して、概ね２か月の間に当該被保険者に処方さ

れた薬剤の情報が掲載された通知書を送付し、この通知をもって医師・薬剤師に服薬に関す

る相談を行うことを促す。 

（３）試行実施について 

兵庫県後期高齢者医療広域連合の被保険者が約７６万人、年間の調剤レセプト件数が約８

７０万件、と規模が非常に大きいことから、事業を開始する平成３１年度及び平成３２年度

は県内から２市（※）を選定して試行的に実施し、その効果を確認したうえで平成３３年度

以降に兵庫県全域において実施するかどうかを検討する。 

（※）被保険者数が全体の概ね５％（４万人前後）になるように選択予定。 
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